
＜受注者用＞ 

追跡調査の実施方法について 

平成３０年４月１日策定 

 

低入札価格調査を経て契約を締結した建設工事に係る追跡調査は、「川越市建

設工事低入札価格調査実施要綱」（以下「実施要綱」という。）に定める

ほか、調査の実施方法等に関しては下記のとおりです。 

 調査対象者は、あらかじめ当内容を熟知し、追跡調査の円滑な執行

にご協力ください。 

記 

 

１ 追跡調査への協力 

 

低入札価格調査を経て契約を締結した工事において、追跡調査に協力しない

場合は、ペナルティの対象となります。協力をお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

２ 調査内容及び提出資料等 

 
 追跡調査における確認事項及び確認資料は別表を標準とします。 
なお、必要に応じ追加資料を求めることがあります。 
※ 工事着手前に工事発注担当課に確認してください。 

 
３ 資料等の提出時期 

   
  追跡調査の実施時期は次を基本とします。 

（１） 着手時（下記①及び②の時点） 

① 下請け契約の締結後 

② 前払い金を受領し、下請等へ必要経費を支払った後 

（２） 施工中（下記①及び②の時点） 

川越市建設工事低入札価格調査実施要綱 

（低入札価格調査を経て契約する工事に対する諸条件の設定） 

第１３条 低入札価格調査を経て契約を締結する工事にあっては、次に掲げる事項を条件

として設定するものとする。 

⑴ 追跡調査に協力しなければならないこと。追跡調査に協力しない場合は、不誠実な

行為として適切な措置をとる。 



① 契約変更の締結後（契約の変更がある場合） 

② 部分払い金等、工期の途中で代金の一部を受領し、下請等へ必要経費

を支払った後 

（3）完了後（精算時） 

      請負代金の残額を受領し、下請等へ代金残額等を支払った後 

 
４ 資料の提出 

  上記３を参考に工事発注担当課長の指示を待たず、自主的に速やかに関係

書類を提出してください。 
 
５ 追跡調査の実施（実施要綱第１４条） 
 
（１） 工事費内訳書（比較表） （様式 12）  

 着手時（下請契約締結後）、契約変更時（変更契約が発生した場合）及び完

了後（精算時）に提出してください。 
 ①着手時（低価格入札者に対する調査時の内訳、着手時の内訳を記入） 
   低入札価格調査後、下請等の契約を正式に締結し内訳に差異が生じた場合

は、その理由を説明できる資料（理由書、下請契約書の写し、内訳書、代価表

等）を添付してください。 
 ②施行中（契約の変更時） 
   上記に加え、変更契約時の内訳を記入してください。 

契約の変更により、下請等の契約に変更が生じた場合は、その理由を説明で

きる資料（理由書、下請契約書の写し、内訳書、代価表等）を添付してくださ

い。 
 ③完了後（精算時） 
  上記に加え、精算時の支出内訳を記入してください。 

着手時（変更の有る場合は、契約変更時）と内訳に差異が生じた場合は、そ

の理由を説明できる資料（理由書、下請契約書の写し、内訳書、代価表等）を

添付してください。 
 ※ 下請契約書の写し（請書等を含む）は、下記（２）に基づき提出してくだ

さい。 
（２） 下請契約等の締結状況 （様式 13、様式 13-1～13-3） 

 着手時（下請契約締結後）、契約変更時（変更契約が発生した場合）及び完

了後（精算時）それぞれの時点で、様式１３に下請契約や資材購入代金、機械

リース代金等の全てについて、会社単位で記入し提出してください。 
 また、様式１３に記入した契約毎に下請業者などに様式１３－１から様式

１３－３を作成していただき、受注者を経由して提出してください。 
 これらの提出時には下請契約書や請書等の写しを添付してください。 

（３） 主要な一次下請からの聞き取り調査 

 着手時（下請契約締結後）に主要な一次下請者から直接聞き取り調査を行



います。 

（４） 下請等代金の支払状況 （様式 14、様式 14-1～14-3） 

  精算時のほかに、前払金、中間前払金、部分払い等、受領した代金を下請へ

支払った場合に、その支払いを様式１４に記入してください。 

  また、様式１４に記入した下請業者などへの支払い毎に、下請業者などに様

式１４－１から様式１４－３を作成していただき、受注者を経由して提出し

てください。 

  これらの提出時には受領書又は振込証明書等の写しの添付は必要ありませ

ん。 

（５） 下請等代金支払い状況等聞き取り調査 

  下請等への支払い状況等において疑義がある場合は、下請業者等から直接

聞き取り調査を実施します。 

 

６ 適正な支払い等がなされない場合の措置 

  下請代金等の支払い遅延や不払い等があった場合は、実施要綱第１５条第

３項に定めるとおり、「建設業法に基づき必要な措置」をとることになります。 

 

７ 留意事項 

（１）調査資料等は、適時自主的に速やかに提出してください。 

 （２）必要に応じて別表以外の資料についても提出を求める場合があります。 

 （３）別表に定める様式以外は自由様式とします。ただし、工事発注担当課が

特に指定した場合は、それに従ってください。 

 

８ 関係様式 

 ・様式１２  工事費内訳書（比較表） 

 ・様式１３  下請業者等一覧表 

 ・様式１３－１ 下請工事の契約について（通知） 

 ・様式１３－２ 資材の契約について（通知） 

 ・様式１３－３ リース等の契約について（通知） 

 ・様式１４  下請契約及び支払い状況報告書 

 ・様式１４－１ 下請工事の契約金額の領収について（通知） 

 ・様式１４－２ 資材納入の契約金額の領収について（通知） 

 ・様式１４－３ リース等の契約金額の領収について（通知） 

 

９ 適用 

（1）この実施方法は、平成３０年４月１日以降に公告又は指名通知された工事

から適用します。 

 


